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（以下「名古屋証券取引所」といいます。）（市場第一部）に上場し、1990 年１月に商号を
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松電子サービス株式会社として設立され、1970 年３月に現在の兼松エレクトロニクス株式

会社に商号を変更しました。1987 年 12 月に東京証券取引所市場第二部に上場した後、1991
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７月中に当社株式 100,000 株（所有割合（注３）：100.0％）を所有しておりました。その

後、公開買付者による当社株式の所有株式数は、1976 年３月 25 日に株主割当増資の引受け

により 100,000 株増加し 200,000 株（所有割合：100.0％）、1979 年９月 27 日に株主割当増
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いとして、本公開買付価格の再検討を再度要請されたとのことです。かかる要請を踏まえ、

公開買付者は、同月 16 日に、本公開買付価格を１株当たり 5,800 円（再提案実施日の前

営業日である同月 13 日の終値 4,405 円に対して 31.67％、直近１ヶ月間の終値の単純平

均値 4,371 円に対して 32.69％、直近３ヶ月間の終値の単純平均値 4,376 円に対して
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社が負担する。）、又は、当社のファイナンシャル・アドバイザー若しくは法務アドバイザ

ーを指名し若しくは承認（事後承認を含む。）すること、（ⅲ）必要に応じ、当社の役職員

その他本特別委員会が必要と認める者から本諮問事項の検討及び判断に合理的に必要な情
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に係る取引条件について継続的に協議及び交渉を行ってまいりました。 

具体的には、当社は、2022 年９月 28日に公開買付者から本取引の意義・目的について両

社の資本関係をより強固なものとし、さらに緊密な事業上の連携を実現することで、両社の

企業価値の最大化及び持続的な成長を実現することを企図している旨の説明を受けたこと
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公開買付者からの提案を受諾する旨を回答し、当社は公開買付者との間で本公開買付価格
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しかしながら、短期的なリターンを求められる資本市場の要請と上記の事業環境の変化
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Know の原則（注 13）が徹底され、公開買付者に関する情報について厳格に管理する体制が
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予想のとおり、初年度である 2023 年３月期に達成する見込みであることから、中期
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（ii）当社株式に係る算定の概要 
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を前提として、当社が 2023 年３月期第４四半期以降創出すると見込まれるフリー・

キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて当社の企業価値や株式価
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しております。 

 

（４）上場廃止となる見込み及びその事由 

当社株式は、本日現在、東京証券取引所プライム市場に上場されておりますが、公開買付



29 

は、取締役会において株式売渡請求を承認する予定です。 
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下限を設定すると、本公開買付けの成立を不安定なものとし、かえって本公開買付けに応募

することを希望する一般株主の皆様の利益に資さない可能性があるものと考え、本公開買付

けにおいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ（Majority of Minority）」の買
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ての説明が行われ、質疑応答を行いました。また、当社は、並行して、森・濱田松本法律

事務所の助言を得つつ、本特別委員会の委員の候補となる当社の独立社外取締役及び監査

等委員である独立社外取締役の独立性及び適格性等について確認を行うとともに、公開買

付者との間で重要な利害関係を有していないこと、及び本取引の成否に関して一般株主の

皆様とは異なる重要な利害関係を有していないことについても確認を行いました。その上

で、上記会合に出席した当社の独立社外取締役及び独立社外取締役監査等委員において、
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また、当社の取締役のうち、蔦野哲郎氏及び玉岡英人氏の２名は、本取引における構造
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加えて、本特別委員会は、プルータス・コンサルティングから受けた財務的見地からの

助言も踏まえつつ、当社の作成した事業計画の内容、重要な前提条件及び作成経緯等につ
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i. 当社取締役会が、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、当社

の株主に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議することは妥当で
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において引き続き堅調な成長が見込まれるものの、当社グループの更な
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おいて受け入れられること。 
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公開買付者グループから独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関で
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７.公開買付者に対する質問 

該当事項はありません。 

 

８.公開買付期間の延長請求 

該当事項はありません。 

 

９.今後の見通し 

上記「３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「（２）意見の根拠及び理

由」の「②公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過

程」、「③本公開買付後の経営方針」、「④当社における意思決定に至る過程」、「（４）上場廃止
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（３）当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関

係のない者から入手した意見の概要 
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